
 

 

令和７年度第１回県中地域医療構想調整会議 次第 

日 時：令和７年７月２日（水）１８:００～ 

場 所：ZOOM 

 

１ 開 会 

２ 挨 拶 

３ 議 題                                

（１）令和６年度病床機能報告【報告】 

（２）第８次福島県医療計画地域編の取組【報告】 

（３）病床機能の変更に関する報告等【協議】 

  ア 病床機能の変更                           

   ①太田西ノ内病院、②太田熱海病院、③国立福島病院、④ぐっすりーぷクリニック 

    イ、ウ、エ 【医療機関の個別案件のため非公開】 

（４）福島県外来医療計画に基づく医療機器の共同利用計画 

 ①郡山市医療介護病院、②国立福島病院、③針生ヶ丘病院 

（５）新たな地域医療構想の方向性【地域医療課説明】    

（６）かかりつけ医機能報告制度【地域医療課説明】 

（７）その他 

４ 閉 会 

【資料】 

 資料１   令和６年度病床機能報告 

 資料２   第８次福島県医療計画地域編の取組 

 資料３－１ 病床機能の変更 

資料４   医療機器の共同利用計画書 

資料５   新たな地域医療構想の方向性 

資料６   かかりつけ医機能報告制度 

 参考資料  県中地域医療構想調整会議設置要綱 

          

 







214799
テキストボックス
 資料１



1

214799
テキストボックス

214799
テキストボックス
 資料２



１ 圏域にお

ける重点的な

取組別

策定時指標値 目指す R6結果値 策定時から 目標値

（調査年） 方向性 （調査年） の動き （目標年）

8.4% 6.9% 4.3%

（R5） (R6) （R11）

策定時指標値 目指す R6結果値 策定時から

（調査年） 方向性 （調査年） の動き

13.4% 13.8%

（R5） (R6）

51.9% 51.1%

（R5） (R6）

目標②
初期救急から二次救急及び三次救急まで、患者が必要とする適切な救

急医療が受けられることを目指します。

関連指標の結果

○田村市、三春町及び小野町の患者搬送のうち、当該地域への患者搬

送数の割合、須賀川市、岩瀬郡及び石川郡の患者搬送のうち、当該地

域への患者搬送数の割合

番号 指標

1
田村市、三春町及び小野町
の患者搬送のうち、当該地
域への患者搬送数の割合

↗ →

2

須賀川市、岩瀬郡及び石川
郡の患者搬送のうち、当該
地域への患者搬送数の割
合

↗ →

令和6年度第８次福島県医療計画地域編評価書（県中医療圏）

１ 救急医療の確保

２ 目標別の

指標結果と取

組実績

目標①
医療機関間の連携を図り、スムーズな救急患者の受け入れや転院を目

指します。

関連指標の結果

○重症以上傷病者の救急搬送における受入困難事例（照会回数４回以

上）の割合（県中医療圏）

番号 指標

1

重症以上傷病者の救急
搬送における受入困難
事例（照会回数４回以
上）の割合（県中医療
圏）

↘ ↘

令和６年度取組実

績

○第1回県中地域医療構想調整会議病院部会（令和6年6月18日開

催）、第2回県中地域医療構想調整会議病院部会（令和6年7月30日開

催）等を開催し、救急医療の体制等について協議した。

○第１回地域医療構想調整会議（令和６年8月26日開催）において、病

院部会での救急医療に係る協議結果を報告した。

○田村地域医療対策協議会において、在宅医療体制・救急機能等の検

討課題があり、退院困難者が非常に多くなっていることや救急体制の

あり方を協議することとしているが、そういった課題解決の糸口をつ

かむために関係者を対象とした在宅医療・救急医療連携セミナー（令

和7年2月17日開催）を開催した。（田村市）

様式５
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策定時指標値 目指す R6結果値 策定時から 目標値

（調査年） 方向性 （調査年） の動き （目標年）

52.1% 50.7% 40%

（R5） (R6） （R11）

4,644 5,901 6,000

（R5年度） (R6) （R11）

5,228 4,545 5,200

（R5年度） (R6) （R11）
3

福島県こども救急電話相談
（#８０００）件数（県中医療
圏）

→ ↘

令和６年度取組実

績

○定期的な公式SNSによる周知。（郡山市）

○市内報道機関2社への情報提供（8月上旬、12月上旬）、市公式

LINE・Facebook配信（8月8日、12月25日）、市庁舎内にデジタルポ

スター掲示（8月上旬～9月13日、12月上旬～1月10日）。（須賀川

市）

○田村消防署と連携しチラシを作成。12月広報配布時に全戸配布。

（田村市）

○赤ちゃん訪問（乳児全戸訪問）、9～10か月児健康診査でチラシ配

布、つどいの広場にチラシ設置。（鏡石町）

○＃8000については、村の広報紙へ毎月掲載。＃7119については、今

後掲載予定。（天栄村）

○町の健康カレンダーへの掲載。（古殿町）

○町公式LINE　３回配信（GW、夏休み、冬休みのいずれも⾧期休暇

前）。（三春町）

○小児救急電話相談（＃8000）については、医療機関に関する情報と

して協会けんぽホームページに記載し周知。（全国健康保険協会福島

支部）

○医療機関へのポスター等の掲示。（郡山薬剤師会）

令和６年度取組実

績

○第1回地域医療構想調整会議（令和6年8月26日）にて、県中医療圏

の各病院の2025年における対応方針を合意し、第3回県中地域医療構

想調整会議（令和６年11月12日書面開催）にて県中医療圏の有床診療

所の2025年における対応方針を合意し、各医療機関の課題等を共有し

た。

目標③
福島県救急電話相談（#7119）及び福島県こども救急電話相談

（#8000）の対応件数の増加を目指します。

関連指標の結果

○傷病程度別の救急搬送人員数（軽症者の割合）（県中医療圏）、福

島県救急電話相談（#7119）件数（県中医療圏）、福島県こども救急

電話相談（#8000）件数（県中医療圏）

番号 指標

1
傷病程度別の救急搬送人
員数（軽症者の割合）（県中
医療圏）

↘ ↘

2
福島県救急電話相談（#７１
１９）件数（県中医療圏）

↗ ↘
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３ 現状分析

４ 今後の課

題・方向性

※地域医療構

想調整会議等

での意見

○救急搬送困難事案はR6は減少している。今後も指標の推移を注視していく。

○高齢者の救急搬送が増えている。

○郡山市の医療機関に救急搬送が集中している。

○急性期医療を終了した患者の回復期等での受入がスムーズにできない。

○救急医療で入院された高齢者の中で、身寄り無し、認知症、貧困の3条件がそろっている

患者は、病気は回復しても、後見人が決まるまで半年間、転院や施設に移せないため対応

に苦慮する。

○救急医療を担う医師及び看護師が不足している。

○救急搬送の傷病者程度別に見ると、約半数が軽症者である。

○医師や看護師等の医療従事者の不足の解消や地域偏在を是正し、救急医療体制の整備及

び医師及び看護師を確保するため、国へ支援を要望する。

○急性期を脱した患者が回復期や在宅にスムーズに移行するために、医療機関等の情報の

共有や多職種の連携が必要である。

○#7119や#8000は、複数の周知方法検討し、効果的な周知啓発をする。

令和６年１２月１９日に第４回県中地域医療構想調整会議を開催し、評価書素案に対する

意見を募集して、令和７年３月４日に第５回県中地域医療構想調整会議で承認を得た。

○選定療養費の導入について検討して欲しい。

○民間病院に依存した地域であり、人、モノ、お金が分散し、各々に大きな負荷がかかっ

ている。高齢者が増える15年間、救急医療の交通整理が必要である。
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１ 圏域にお

ける重点的な

取組別

策定時指標値 目指す R6結果値 策定時から 目標値

（調査年） 方向性 （調査年） の動き （目標年）

0 0 1

(R5年度) (R6年度） （R11年度)

126 126 126

(R6） (R6） （R11)

224 224 224

(R6） (R6） （R11)

22 22 22

(R6） (R6） （R11)

163 163 163

(R6） (R6） （R11)

198 198 198

(R6） (R6） （R11)

策定時指標値 目指す R6結果値 策定時から 目標値

（調査年） 方向性 （調査年） の動き （目標年）

9 12 14

(R5） (R6） （R11)

目標② 感染管理認定看護師数の増加を目指します。

関連指標の結果

○感染管理認定看護師数（県中医療圏内の医療機関に在籍）

番号 指標

1
感染管理認定看護師数（県
中医療圏内の医療機関に
在籍）

↗ ↗

6

協定締結により確保した
発熱外来対応医療機関
数【流行初期（発生公表
後３ヶ月～６ヶ月）】

→

令和６年度取組実

績

○医療機関と医療措置協定の締結のための協議を行い、協議の結果、

目標数を概ね確保した。

○感染症法に基づく医療機関との医療措置協定の締結に係る説明会を

開催した。（郡山市(令和６年５月１６日開催）、県中保健所（令和６

年６月２７日開催））

4 協定締結により確保した
後方支援医療機関数

→

5

協定締結により確保した
発熱外来対応医療機関
数【流行初期（発生公表
後～公表後３ヶ月）】

→

→

3

協定締結により確保した
病床数【流行初期（発生
公表後３ヶ月～６ヶ月）
（感染症病床を含む）】

→

令和6年度第８次福島県医療計画地域編評価書（県中医療圏）

２ 感染症への対応

２ 目標別の

指標結果と取

組実績

目標①
新興感染症発生時に速やかな検査や患者の収容ができる体制の構築を

目指します。

関連指標の結果

○第二種感染症指定医療機関数、協定締結により確保した病床数【流

行初期（発生公表後～公表後３ヶ月）（感染症病床を含む）など

番号 指標

1 郡山市内の第二種感染
症指定医療機関数

↗ →

2

協定締結により確保した
病床数【流行初期（発生
公表後～公表後３ヶ月）
（感染症病床を含む）】

様式５
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策定時指標値 目指す R6結果値 策定時から 目標値

（調査年） 方向性 （調査年） の動き （目標年）

5 5 5

(R5年度) （R6年度） （R11)

３ 現状分析

４ 今後の課

題・方向性

※地域医療構

想調整会議等

での意見

令和６年度取組実

績

○令和６年度新型インフルエンザ等対策県中医療会議（医療部会）を

を２回開催し、管内市町村及び医療機関等と医療措置協定の締結状況

等を共有した（１回目：令和６年８月２６日（オンライン）、２回

目：令和７年３月２６日（書面））。

○感染症による健康危機発生時の市町村や医療機関等の役割等を説明

するために、福島県県中保福祉事務所健康危機対処計画（感染症編）

研修会を令和６年１１月２５日に開催した。

○郡山市保健所管内の感染症対策の共有を図るため「郡山市ICNネット

ワーク会議」を開催した。（１回目：令和６年５月２４日、２回目：

令和７年３月６日）

○人口の多い郡山市内に第二種感染症指定医療機関がない。

○新興感染症に対応する病床確保に時間がかかるなど体制が不十分。

○保健所、市町村、医療機関等との情報共有ネットワークの整備が不十分。

○郡山市内に第二種感染症指定医療機関を指定する。

○感染症等のリスクが高い医療機関において、感染症の予防、感染拡大防止措置を講じて

医療機関全体の安全性を向上させるために感染管理認定看護師を増やす。

○平時から保健所、市町村、医療機関等との顔の見える関係や情報共有のための会議等の

体制構築を行う。

令和６年１２月１９日に第４回県中地域医療構想調整会議を開催し、評価書素案に対する

意見を募集して、令和７年３月４日に第５回県中地域医療構想調整会議で承認を得た。

○県として福島医大を中心にリーダーシップを発揮していただきたい。

○新興感染症パンデミック時のフローが明確にされていない、もしくは、現場に広く理解

されていない（推察）。

○第二種感染症指定医療機関にはいざという時に備え、常勤の呼吸器内科医や感染症専門

医が必要。病院独自にリクルートは行っているがなかなか困難であるため、県の強力な指

導により指定医療機関への着任推進をお願いしたい。

○小児科に関わる新興感染症発生時は、当院の業務負荷が増えることが予想されるので、

さらなる自治体からのあらゆる支援をお願いしたい。

令和６年度取組実

績

○病院の立入調査等の際に、病院から情報収集し、感染管理認定看護

師の取得に向けた助言を行った。

○郡山市の第二次病院群輪番病院を対象に、感染管理認定看護師育成

支援を行った。（感染管理認定看護師就学支援事業補助金）

○感染管理認定看護師の増員（2024年　1名増）（太田西ノ内病院）

目標③
圏域内の医療機関のネットワークを構築し、情報の共有ができること

を目指します。

関連指標の結果

○感染症に係るネットワークの構築や情報共有のための会議及び研修

会等の開催数

番号 指標

1

感染症に係るネットワークの
構築や情報共有のための
会議及び研修会等の開催
数

→ →
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１ 圏域にお

ける重点的な

取組別

策定時指標値 目指す 結果値 策定時から 目標値

（調査年） 方向性 （調査年） の動き （目標年）

1,059 1,300

（R4年度） （R11年度）

559 1,400

（R4年度） （R11年度）

37 100

（R4年度） （R11年度）

10未満 10

（R4年度） （R11年度）

55 55 61

（R5年度）
(R7.1.1
時点）

（R11年度）

9 9 12

（R5年度）
(R7.1.1
時点）

（R11年度）

15 17 28

（R5年度）
(R7.1.1
時点）

（R11年度）

251 290

（R4年度） （R11年度）

8 看取り数(医療保険）（人
口10万人対）

↗
R5年度実績は、R7年夏

～秋頃公表予定）

＊  １～４及び８は「NDBオープンデータ」（厚生労働省）を加工して作成

6 在宅療養支援病院数 ↗ →

7 在宅療養支援歯科診療
所数

↗ ↗

4 訪問薬剤管理指導を受
けた患者数（医療保険）

↗

5 在宅療養支援診療所数 ↗ →

↗

3
訪問看護利用者数（医
療保険）（人口10万人
対）

↗

令和6年度第８次福島県医療計画地域編評価書（県中医療圏）

３ 在宅医療提供体制の構築

目標①
住み慣れた地域で看取りまで含めた必要な医療を受けられることを目

指します。

関連指標の結果

訪問診療を受けた患者数(医療保険）(人口１０万人対）、訪問歯科診

療を受けた患者数(医療保険)(人口１０万人対）など

番号 指標

1
訪問診療を受けた患者
数(医療保険）（人口10
万人対）

↗

2
訪問歯科診療を受けた
患者数（医療保険）（人
口10万人対）

様式５

R5年度実績

は、R7年夏

~秋頃公表

予定）
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策定時指標値 目指す R6結果値 策定時から 目標値

（調査年） 方向性 （調査年） の動き （目標年）

677 1,040

（R4年度） （R11年度）

9 11 12

（R5年度）
(R7.1.1
時点）

（R11年度）

3 3 4

（R5年度）
(R7.1.1
時点）

（R11年度）

60 62 65

（R5年度）
(R7.1.1
時点）

（R11年度）

3 機能強化型在宅療養支援
病院数

↗ →

4 24時間体制をとっている訪
問看護ステーション数

↗ ↗

関連指標の結果

往診を受けた患者数、機能強化型在宅療養支援診療所数など

番号 指標

＊  １は「NDBオープンデータ」（厚生労働省）を加工して作成

令和６年度取組実

績

○ACP講座を通して普及啓発を行った。（郡山市）

○ACPの普及・啓発の一環として須賀川市独自にエンディングノート

を作成した。また、R7.1.24に初めての試みとして終活講座・相談会を

開催した。（参加者70人超）（須賀川市）

○市民を対象に、年に数回、ACP講座を開催している。（田村市）

○みらいノート（エンディングノート）を作成し、希望者に配布して

いる。（田村市）

○HPに記事を掲載。（田村市）

○「ACP（人生会議）」を４件実施した。（うち１件は３月実施予

定）（三春町）

○医療機関等でのポスター掲示。（郡山薬剤師会）

2 機能強化型在宅療養支援
診療所

↗ ↗

1

令和６年度取組実

績

○在宅医療・介護連携の推進における課題解決のため、須賀川市が応

募し採択された厚生労働省委託「在宅医療・介護連携推進支援事業」

の個別支援事業に対し、支援に必要となる情報の共有や提供を行って

いる。

○「在宅・医療・介護の連携に関する研究会」を開催し、専門職のス

キルアップ(令和６年11月５日）とともに、市民への周知（令和６年11

月13日）を行った。（郡山市）

○介護事業所等の職員を対象にスキルアップのための研修会を開催し

ている。(1回目：令和６年11月7日、２回目：令和7年2月27日）（田

村市）

○田村地域医療対策協議会事務局会を構成しているメンバー及び今回

のテーマに関係する方々とともに、先進的な取組をされている団体の

講義を受け、田村地域における在宅医療・救急医療の連携体制に活か

すために、関係者を対象に在宅医療・救急医療連携セミナー（令和７

年２月１７日開催）を開催した。（田村市）

目標②
在宅等患者の病状急変時に適切な医療を受けられることを目指しま

す。

往診を受けた患者数
（人口10万人対）

↗
R5年度実績は、R7年夏

～秋頃公表予定）

２ 目標別の

指標結果と取

組実績
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３ 現状分析

４ 今後の課

題・方向性

※地域医療構

想調整会議等

での意見

○訪問診療、往診を実施する病院・医科診療所の数（人口１０万対）が全国平均より少な

い。

○訪問診療を受けた患者数（人口１０万対）が全国平均より少ない。

○訪問歯科診療、訪問看護、薬局の数は全国平均を下回っている。

○多職種による連携や情報共有に課題がある。

○対象者が、田村市外（郡山市等）の医療機関が主治医である場合、看取りの時期になっ

た際に、自宅周辺で、往診を対応いただける医療機関に繋ぐことが難しい（往診を断られ

る）。また、主治医がいない方の場合、看取りを対応いただける医療機関に繋ぐことが困

難である。

○看取りに限らず、往診をお願いしたいケースが多々あるが、往診がお願いできない。

○介護力が低い家庭の場合、対象者が健康を害した際に、家族が適切な対応ができず、回

復に時間がかかる（回復しない）。できれば、入院させてほしいが入院もできず、困って

いる。

○ACP（アドバンス・ケア・プランニング）については住民だけでなく、医療職・介護職

にも普及・浸透していない。

○医師への在宅医療に対する理解を深め、在宅医療を担う医療機関を掘り起こしするため

の会議・研修会を開催する。

○在宅医を支える仕組み構築に関する議論ができる会議・研修会の開催について検討す

る。

○それぞれの専門職種による研修会等の周知活動をする。

○各地域毎に、多職種が集まり課題を話し合う場を確保し、顔が見える関係を構築する。

○ケアマネージャーへの聞き取り（アンケート調査）を行い、現状や課題の明確化を図

る。

○市町村がACPの普及のための、県は住民向けの研修会開催し、また、パンフレット等の

配布等をするための支援をする。

○ACPの普及には、ご家族と医療従事者とのコミュニケーションを図る機会を増やす施策

が必要である。

○多職種の連携強化を図るため、地域医療情報ネットワーク拡充のための支援を行う。

○県の事業の中から在宅医療に係る補助事業等をピックアップし、管内の関係部署に配布

する。

令和６年１２月１９日に第４回県中地域医療構想調整会議を開催し、評価書素案に対する

意見を募集して、令和７年３月４日に第５回県中地域医療構想調整会議で承認を得た。

○ACPの地域住民等への周知に関する現状分析をして欲しい。

○自治体から、65歳を超えた高齢者すべてに対し、「私の未来ノート」の記載、救急医療

の際の提示および携帯を求めていく必要があるのではないか。
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様式１ （病床機能等を変更する場合）                 

病床機能等の変更に関する報告書 

令和 ７年 ６ 月２０ 日 

福島県県中保健所長 様 

報告医療機関 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 

 

 次のとおり、病院・診療所の病床機能等を変更する予定ですので、その情報を構想区域地域医療構想調整会議
へ事前に提供します。 

１ 基本情報  

 

２ 変更内容  

（１）許可病床の状況 

 

（２）医療機能の状況（病棟単位）  

※過剰な医療機能への転換又は増床を行う場合は理由書（様式任意）を提出してください。 

医療機関名 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 

開設者名 理事長 太田善雄 

管理者名 病院長 髙橋皇基 

変更概要  
変更完了日 

令和   年  月  日 

変更前  変更後 

一般病床   床  一般病床 床  

療養病床 床  療養病床 床  

うち非稼
働病床数 

床  転換等    床  

合 計 床  合計 床  

変更概要 
休棟していた回復期（地ケア）６０床を 
回復期（回リハ）として運用予定 

変更完了日 

令和７年１０月（予定） 

変更前  変更後 

病棟名 医療機能 病床数 病棟名 医療機能 病床数 

2E病棟 休棟（回復期） ６０床 2E病棟 回復期 ６０床 

    床   床 

  床   床 

      

合 計 － ６０床 合 計 － ６０床 

1

214799
テキストボックス
 資料３－１



様式１ （病床機能等を変更する場合）                 

病床機能等の変更に関する報告書 

令和 ７ 年 ６ 月 ２０ 日 

福島県県中保健所長 様 

報告医療機関 一般財団法人太田綜合病院附属太田熱海病院 

 

 次のとおり、病院・診療所の病床機能等を変更する予定ですので、その情報を構想区域地域医療構想調整会議
へ事前に提供します。 

１ 基本情報  

 

２ 変更内容  

（１）許可病床の状況 

 

（２）医療機能の状況（病棟単位）  

※過剰な医療機能への転換又は増床を行う場合は理由書（様式任意）を提出してください。 

医療機関名 一般財団法人太田綜合病院附属太田熱海病院 

開設者名 理事長 太田 善雄 

管理者名 病院長 丹治 雅博 

変更概要 病床の返還 
変更完了日(予定) 

令和 ７年 ９月３０日 

変更前  変更後 

一般病床   ３５１床  一般病床 ３２６床  

療養病床 ４８床  療養病床 ４８床  

うち非稼
働病床数 

１２７床  
うち非稼働
病床数 

   １０２床  

合 計 ３９９床  合計 ３７４床  

変更概要 
現在、回復期病棟１棟の今後の病床機能について協議を進め
ております。変更が生じた場合は速やかに報告いたします。 

変更完了日 

令和  年  月  日 

変更前  変更後 

病棟名 医療機能 病床数 病棟名 医療機能 病床数 

  床     床 

    床   床 

  床   床 

      

合 計 － 床 合 計 － 床 
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様式１ （病床機能等を変更する場合）                 

病床機能等の変更に関する報告書 

令和７年６月２０日 

福島県県中保健所長 様 

報告医療機関 独立行政法人国立病院機構福島病院  

 

 次のとおり、病院・診療所の病床機能等を変更する予定ですので、その情報を構想区域地域医療構想調整会議
へ事前に提供します。 

１ 基本情報  

 

２ 変更内容  

（１）許可病床の状況 

 

（２）医療機能の状況（病棟単位）  

※過剰な医療機能への転換又は増床を行う場合は理由書（様式任意）を提出してください。 

医療機関名 独立行政法人国立病院機構福島病院 

開設者名 理事長 新木 一弘 

管理者名 院 長 杉浦 嘉泰 

変更概要 休棟病棟８３床（一般）を返上する。 
変更完了日 

令和７年８月１日 

変更前  変更後 

一般病床 ２２０床  一般病床 ２２０床  

療養病床 床  療養病床 床  

うち非稼
働病床数 

８３床  転換等    床  

合 計 ３０３床  合計 ２２０床  

変更概要  
変更完了日 

令和  年  月  日 

変更前  変更後 

病棟名 医療機能 病床数 病棟名 医療機能 病床数 

  床     床 

    床   床 

  床   床 

      

合 計 － 床 合 計 － 床 
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様式１ （病床機能等を変更する場合）                 

病床機能等の変更に関する報告書 

令和 7 年 3 月 14 日 

福島県県中保健所長 様 

報告医療機関  

 

 次のとおり、病院・診療所の病床機能等を変更する予定ですので、その情報を構想区域地域医療構想調整会議
へ事前に提供します。 

１ 基本情報  

 

２ 変更内容  

（１）許可病床の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）医療機能の状況（病棟単位）  

※過剰な医療機能への転換又は増床を行う場合は理由書（様式任意）を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関名 ぐっすりーぷクリニック 

開設者名 医療法人 SMS 

管理者名 菊地 暢 

変更概要 病床を廃止し、無床診療所とする 
変更完了日 

令和 7年 8月 31 日 

変更前  変更後 

一般病床  1 床  一般病床 0 床  

療養病床 床  療養病床 床  

うち非稼
働病床数 

床  転換等    床  

合 計 床  合計 床  

変更の 
概要 

 
変更完了日 

令和  年 月 日 

変更前  変更後 

病棟名 医療機能 病床数 病棟名 医療機能 病床数 

  床     床 

    床   床 

  床   床 

      

合 計 － 床 合 計 － 床 
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【別添様式１】（福島県外来医療計画）

提出日：  2025年 6月 9日

名 称

所 在 地

メ ー カ ー

型 式

台 数

設 置 年 月 日

共同利用の方針

共同利用に係る

規 定 の 有 無

共同利用を行わ

ない場合の理由

名称 開設者の氏名又は名称 所在地

保守点検計画の

策 定 の 有 無

保守点検予定時

期・間隔・条件

共同利用計画

病 院 又 は

診 療 所

独立行政法人国立病院機構福島病院

須賀川市芦田塚13

共同利用対象

医 療 機 器

種 別
（該当するものに

☑ ）

□ マルチスライスCT（□16列未満 □16列以上64列未満 □64列以上）

□ その他のCT

☑ MRI（□1.5テスラ未満 ☑1.5テスラ以上3.0テスラ未満 □3.0テスラ以上）

□ PET

□ PET-CT

□ 放射線治療（□リニアック □ガンマナイフ）

□ マンモグラフィ

共同利用の実施
（該当するものに

☑ ）

☑ 共同利用を行う   □ 共同利用を行わない

☑ 有   □ 無

共同利用の方法

☑ 共同利用の相手方となる医療機関による機器利用

□ 共同利用の相手方となる医療機関からの患者の受入、画像情報及び画像

  診断情報の提供

□ その他（                            ）

共 同 利 用 の

相 手 方
（該当するものに

☑ ）

医 療 機 関

☑ 共同利用を行う相手方の医療機関は特に決まっていない

□ 共同利用を行う相手方の医療機関が決まっている（詳細を以下へ記入）

保守点検の実施

方 法
（該当するものに

☑ ）

☑ 有   □ 無

保守契約期間内年2回（9月・3月）

Pｈｉｌｉｐｓ

Pｒｏｄｉｖａ ＣＳ

1

2019.9.24

画像情報及び画像診断情報

の提供方法
（該当するものに☑）

□ ネットワーク

☑ デジタルデータ（CD、DVD等）

□ 紙

□ その他
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【別添様式１】（福島県外来医療計画）

提出日：  2025年 6月 9日

名 称

所 在 地

メ ー カ ー

型 式

台 数

設 置 年 月 日

共同利用の方針

共同利用に係る

規 定 の 有 無

共同利用を行わ

ない場合の理由

名称 開設者の氏名又は名称 所在地

保守点検計画の

策 定 の 有 無

保守点検予定時

期・間隔・条件

共同利用計画

病 院 又 は

診 療 所

独立行政法人国立病院機構福島病院

須賀川市芦田塚13

共同利用対象

医 療 機 器

種 別
（該当するものに

☑ ）

☑ マルチスライスCT（☑16列未満 □16列以上64列未満 □64列以上）

□ その他のCT

□ MRI（□1.5テスラ未満 □1.5テスラ以上3.0テスラ未満 □3.0テスラ以上）

□ PET

□ PET-CT

□ 放射線治療（□リニアック □ガンマナイフ）

□ マンモグラフィ

共同利用の実施
（該当するものに

☑ ）

☑ 共同利用を行う   □ 共同利用を行わない

☑ 有   □ 無

共同利用の方法

☑ 共同利用の相手方となる医療機関による機器利用

□ 共同利用の相手方となる医療機関からの患者の受入、画像情報及び画像

  診断情報の提供

□ その他（                            ）

共 同 利 用 の

相 手 方
（該当するものに

☑ ）

医 療 機 関

☑ 共同利用を行う相手方の医療機関は特に決まっていない

□ 共同利用を行う相手方の医療機関が決まっている（詳細を以下へ記入）

保守点検の実施

方 法
（該当するものに

☑ ）

☑ 有   □ 無

保守契約期間内年2回（6月・12月）

富士ﾌｨﾙﾑ（株）

Supria Advance FR

1

2025.6.11

画像情報及び画像診断情報

の提供方法
（該当するものに☑）

□ ネットワーク

☑ デジタルデータ（CD、DVD等）

□ 紙

□ その他

7



8



①増加する高齢者救急への対応
必要なリハビリテーションを適切に提供し、早期に自宅等の生活の場に戻ることができる支援体制の確保やかかりつ
け医機能の発揮等を通じて、在宅医療を提供する医療機関や高齢者施設等の対応力強化が求められる。
②増加する在宅医療の需要への対応
医療機関や訪問看護ST等の連携により、地域での24時間の提供体制構築が求められるほか、外来医療についても、時
間外対応等のかかりつけ医機能を発揮して必要な提供体制を確保することが求められる。
③医療の質や医療従事者の確保 ④必要な医療提供の維持

地域医療構想調整会議に向けた協議について

・85歳以上を中心に高齢者数は、2040年頃のピークまで増加すると見込まれ、2040年の医療需要は、2020年と比較し
て85歳以上の高齢者の救急搬送は75％増加し、在宅医療の需要は62％増加すると見込まれる。
・一方で、外来医療については、全国的にすでに需要が減少傾向にあるものの、診療所医師の高齢化や医業承継問題等
の懸念があるため、適切な外来医療提供体制の確保が課題。また、多くの医療資源を要する手術については、全ての診
療領域で2040年にかけて、半数以上の構想区域において手術件数が減少すると見込まれる。
・生産年齢人口の減少に伴い、医療従事者確保の制約が増す中で、労働環境の改善や医療DX、タスクシフト・シェア等
の推進が重要。
・都市部では増加する高齢者救急の受入体制の強化、早期に自宅等の生活の場に戻ることができる支援体制の確保及び
在宅医療の受け皿整備が課題。過疎地域では、患者や医療従事者の減少に対応しながら地域の実情に応じて必要な医療
機能を維持することが特に課題。

2040年頃の医療をとりまく課題

新たな地域医療構想の基本的な方向性

地 域 医 療 課
令和７年７月２日

国からガイドラインが示されるのはR7年度中

11
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地域医療構想調整会議に向けた協議について

【国の方針から見えてくる問題認識】
① 2040年における医療需要や医療・介護人材の将来予測等をデータで提示することにより、「2040年までにどのようなことが地域で期待
され、何が必要なのか、だから今からすべきことは何か」というバックキャストで議論し、「治し支える」医療と多様な介護が分断され
ず、必要な連携・専門職への相談体制が確保され、医療情報のみならず、外来・在宅、介護等の見える化された情報に基づき、自ら選択
できる体制を整備する必要がある。

② 上記体制を構築するため、地域内におけるさまざまな医療需要に対応できるよう「治す医療」を担う医療機関と「治し支える医療」を
担う医療機関の役割分担を明確化するとともに、「病病連携」、「病診連携」を通じて、さらなる医療機能分化・連携を推進する必要が
ある。また、二次医療圏域による医療・介護の水平的連携を基本としつつ、より高度な医療が必要な場合は、圏域を越えて、それらに対
応できる県立医大を中心とした医療機関への円滑なアクセスの確保や容体の変化に応じた地域における受け入れ体制を確保していく必要
がある。

③ 少子高齢化・人口減少社会にあって、医療DX等を推進し、限られた医療従事者による質の高い医療やケアを効率的に提供する体制を構
築するとともに、保健・医療・介護の情報を自分自身で一元的に把握することで、個人の健康増進につなげ、医療・介護分野における負
担軽減への取組や過疎地域など地域の実情に応じた医療機能の維持に係る取組を進める必要がある。

【本県の方向性（仮説）】
① 2040年における医療需要や医療・介護人材の将来予測等のデータを用いて、入院だけでなく外来・在宅、介護、人材も含めた将来ビ
ジョン・方向性（→「地域完結型」の医療・介護提供体制）を議論する必要がある。その際、高齢者の医療需要の増加が見込まれる都市
部の地域や高齢者の減少により医療需要の減少がすでに見込まれる過疎地域など、地域の実情に応じた異なる医療・介護提供体制の整備
が必要となってくるのではないか。

② 身近な地域において、適切に医療・介護を受けながら生活し、必要に応じて入院して、日常生活に戻ることができるよう、患者にとっ
て分かりやすい医療・介護提供体制を構築していくため、従来の構想区域だけでなく、在宅医療等に関するより狭い区域を設定するなど、
医療・介護提供体制全体の課題解決を図るための地域に根差した実効性ある議論を進める必要があるのではないか。

③ 人口減少や高齢化の進展により医療機関へのアクセスが低下することに対し、デジタル技術等の活用による高度な医療への対応や効果
的かつ効率的な医療提供体制の強化等が重要であり、地域の実情に応じたオンライン診療などの仕組みを積極的に導入していく必要があ
るのではないか。

新たな地域医療構想に対する地域医療課の考え方等

22



新たな地域医療構想に関するとりまとめの概要

医療提供体制の現状と目指すべき方向性

85歳以上の増加や人口減少がさらに進む2040年とその先を見据え、全ての地域･世代の患者が、適切に医療･介護を受けながら生活し、
必要に応じて入院し、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保できる医療提供体制を構築

•「治す医療」と「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確化し、地域完結型の医療･介護提供体制を構築

•外来･在宅、介護連携等も新たな地域医療構想の対象とする

新たな地域医療構想

（１）基本的な考え方

• 2040年に向け、外来･在宅、介護との連携、人材確保等も含めた
あるべき医療提供体制の実現に資するよう策定･推進

  (将来のビジョン等、病床だけでなく医療機関機能に着目した機能分化･連携等)

•新たな構想は27年度から順次開始
（25年度に国でガイドライン作成、26年度に都道府県で体制全体の方向性や必

要病床数の推計等、28年度までに医療機関機能に着目した協議等）

•新たな構想を医療計画の上位概念に位置付け、医療計画は新たな
構想に即して具体的な取組を進める

（２）病床機能・医療機関機能
① 病床機能

•これまでの「回復期機能」について、その内容に｢高齢者等の急性
期患者への医療提供機能｣を追加し、｢包括期機能｣として位置づけ

② 医療機関機能報告（医療機関から都道府県への報告）

•構想区域ごと(高齢者救急･地域急性期機能､在宅医療等連携機能､急性期拠点

機能､専門等機能)､広域な観点(医育及び広域診療機能)で確保すべき機能
や今後の方向性等を報告

③ 構想区域・協議の場
•必要に応じて広域な観点での区域や在宅医療等のより狭い区域で
協議（議題に応じ関係者が参画し効率的･実効的に協議）

（３）地域医療介護総合確保基金
•医療機関機能に着目した取組の支援を追加

（４）都道府県知事の権限

① 医療機関機能の確保（実態に合わない報告見直しの求め）

② 基準病床数と必要病床数の整合性の確保等

•必要病床数を超えた増床等の場合は調整会議で認められた場合
に許可

•既存病床数が基準病床数を上回る場合等には、地域の実情に応
じて、必要な医療機関に調整会議の出席を求める

（５）国･都道府県･市町村の役割

① 国(厚労大臣)の責務･支援を明確化（目指す方向性･データ等提供)

② 都道府県の取組の見える化、調整会議で調った事項の実施に努
める

③ 市町村の調整会議への参画、地域医療介護総合確保基金の活用

（６）新たな地域医療構想における精神医療の位置付け

•精神医療を新たな地域医療構想に位置付けることとする

※令和６年12月18日新たな地域医療構想等に関する検討会とりまとめより作成

1
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新たな地域医療構想と医療計画の進め方（案）

○ 新たな地域医療構想について、令和７年度に国でガイドラインを検討･策定し、都道府県において、まず令和８年度に地域の医療提供
体制全体の方向性、将来の病床数の必要量の推計等を検討･策定した上で、それを踏まえ、令和９～10年度に医療機関機能に着目した地
域の医療機関の機能分化･連携の協議等を行うこととしてはどうか。

○ 新たな地域医療構想の内容について、基本的に第９次医療計画に適切に反映されるよう、地域医療構想の策定状況や医療計画の取組等
に係る課題を国と県で共有することとしてはどうか。医療計画のうち、５疾病･６事業については、個別の事業の課題を第９次医療計画
に向けて継続的に検討し、必要に応じて見直しを行い、また、外来医療計画等の3か年の計画については、令和9年度からの後期計画に
向けて必要な検討を行うこととしてはどうか。

地域医療構想

５疾病・６事業

外来医療計画、医師確保計画、

在宅医療に関する事業

第９次医療計画

新たな地域医療構想の策定・取組

ガイドラインの
検討（国）

第9次計画の作
成(都道府県)

第9次計画の検
討（国）

第8次計画(後期)
の検討（国）

第8次計画(後期)
の作成(都道府県)

（令和6年度） （令和7年度） （令和８年度） （令和９年度）（令和10年度）（令和11年度）（令和12年度）
２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ ２０２９ ２０３０ ～

将来の方向性、
将来の病床数の
必要量の推計
等

医療機関機能に着目した地域
の医療機関の機能分化･連携
の協議、病床の機能分化･連
携の協議 等

第9次計画の作
成(都道府県)

第9次計画の検
討（国）

第8次医療計画（※）
※ 救命救急センターのあり方や周産期医療等、個別の事業の課題を第９

次医療計画に向けて継続的に検討し、必要に応じて見直しを行う。

国と都道府県の実務者協議（地域医療構想の策定
状況や医療計画の取組等に係る課題を国と都道府
県で共有）

第９次医療計画第8次計画（前期） 第8次計画（後期）

34

かかりつけ医機能
報告等のガイドラ
インの検討（国）

新たな地域医療構想
の検討（国）

かかりつけ医機能の確保に関する地域の協議（都道府県）

4



かかりつけ医機能報告概要

かかりつけ医機能報告の流れ

○慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、医療機関から都道府県知事に報告。
○都道府県知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協

議の場に報告するとともに、公表。
○都道府県知事は、外来医療に関する地域の協議の場において、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果

を取りまとめて公表。

かかりつけ医機能報告
対象医療機関

① かかりつけ医機能の報告

具体的方策の例
◆地域で不足する機能を担うための研修や支援の企画・実施
◆地域の医療機関に地域で不足する機能を担うよう働きかけ
◆地域の医療機関間の連携の強化 など

※医療機関の報告内容について、実際には体制を有していないことが明らかになった場合は、その機能については都道府県による公表の対象外
医療機関の報告懈怠・虚偽報告等の場合は報告・是正の命令等（第30条の18の４第６項等）

⑥ 地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討 （第30条の18の５）

都道府県

◆継続的な医療を要する者に対す
るかかりつけ医機能の有無・内容

（第30条の18の４第１項）

＜報告項目イメージ＞
１：日常的な診療を総合的

かつ継続的に行う機能
２：１を有する場合、
(1)時間外診療、(2)入退院支援、(3)
在宅医療、(4)介護等との連携、(5)
その他厚生労働省令で定める機能

② 報告の内容

④確認結果

⑤
確
認
結
果
の
報
告

③ 都道府県
の確認

外来医療に関する
地域の協議の場

公

表

⑦協議結果 公

表

２（１）～（４）等の機能の
確保に係る体制を確認（※）。

・体制に変更があった場合は、
再度報告・確認

（第30条の18の４第３項、第５項）

（第30条の18の４第７項）

（第30条の18の４第４項）

（第30条の18の４第２項）

※介護等に関する事項を協議する場合には、市町村の参加を求め、介護等に関する各種計画の
内容を考慮。

※高齢者保健事業や地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の状況に留意。

令和5年11月15日 第1回かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会資料

6

令和6年10月18日 かかりつけ医機能報告制度に係る第１回自治体向け説明会

1
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ガイドライン（案）について
（かかりつけ医機能報告の報告対象医療機関及び報告方法）

11

報告対象
医療機関

報告方法

特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院及び診療所

医療機能情報提供制度に基づく報告と同時期に、医療機関等情報支援
システム（「Ｇ－ＭＩＳ」）又は 紙調査票により行うものとする

※原則としてG-MISによる報告が望ましいが、 各都道府県において地域の実情
も踏まえて運用可。

※かかりつけ医機能報告に係るG-MIS改修の準備状況は後半でご説明。

かかりつけ医機能報告を行う対象医療機関及び報告方法は以下のとおりです。

2
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ガイドライン（案）について
（かかりつけ医機能報告制度の年間スケジュール）

12

医療機関からの報告期間は１月から３月です。医療機能情報提供制度に基づく報告と同時期に行います。都道府県は医療機関の
報告に基づき、かかりつけ医機能に係る体制の有無を確認の上、報告内容とともに公表、協議の場の開催を行います。

年間サイクルのイメージ
11月頃〜
医療機関への定期報告依頼

1月〜3月
医療機関による報告及び都
道府県による体制の有無の
確認

4月
報告内容や体制の有無の確
認結果の公表

4〜6月頃
報告内容の集計・分析等

7月頃〜
協議の場の開催

12月頃〜
協議の場の結果の公表

出典︓令和６年５月24日 第５回かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会資料（一部改）
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ガイドライン（案）について
（かかりつけ医機能報告制度施行後の当面のスケジュール）

かかりつけ医機能報告制度の施行後の当面のスケジュールは以下のとおりです。各業務の詳細については、以降のス
ライドで説明します。

13
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福島県県中地域医療構想調整会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の４第２項第７号に規定

する地域医療構想の策定及び実現に向けた関係者との必要な協議及び調整を

行うため、「福島県県中地域医療構想調整会議」（以下「調整会議」という。）

を設置する。 

 

（所管地域） 

第２条 調整会議における所管地域は、福島県医療計画に規定する二次医療圏で

ある県中圏域とする。 

 

（協議事項） 

第３条 調整会議では、次に掲げる事項について協議及び調整を行う。 

（１）地域医療構想の策定及び実現に関する事項 

（２）その他、地域医療構想の達成を推進するために必要な事項 

 

（組織） 

第４条 調整会議の構成員は、医療関係者、医療保険者その他の関係者等のうち

から、福島県県中保健所長が依頼する者とする。 

     

（運営） 

第５条 調整会議は福島県県中保健所長が招集し、会議を総括し会議の議長と

なる。 

２ 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見または

説明を求めることができる。 

３ 議長は、個別医療機関に関する協議を行う場合など、議事に応じて、構成員

を選定して調整会議を開催することができる。 

 

（庶務） 

第６条 調整会議の庶務は、福島県県中保健福祉事務所医療薬事課において処

理する。 

 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し、必要な事項は、

議長が定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２７年１０月２７日から施行する。 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  
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別表（第４条関係） 調整会議構成団体・施設等 

分野 団体・施設名 備考 

医師会 

（４） 

一般社団法人 郡山医師会  

一般社団法人 須賀川医師会  

一般社団法人 田村医師会  

一般社団法人 石川郡医師会  

地域歯科医師

会 （４） 

一般社団法人 郡山歯科医師会  

須賀川歯科医師会  

田村歯科医師会  

東石歯科医師会  

薬剤師会 

   （４） 

一般社団法人 郡山薬剤師会  

須賀川薬剤師会  

田村薬剤師会  

石川郡薬剤師会  

看護協会 

   （２） 

公益社団法人 福島県看護協会郡山支部  

公益社団法人 福島県看護協会県南支部  

病院 

＊精神病床単

科病院を除く 

   （28） 

郡山市医療介護病院  

福島県綜合療育センター  

一般財団法人太田綜合病院 附属太田熱海病院  

寿泉堂綜合病院  

寿泉堂香久山病院  

星総合病院  

郡山病院  

土屋病院  

奥羽大学歯学部附属病院  

医療法人社団新生会 南東北第二病院  

日東病院  

一般財団法人太田綜合病院 附属太田西ノ内病院  

今泉眼科病院  

佐藤胃腸科外科病院  

一般財団法人慈山会医学研究所 付属坪井病院  

医療法人創流会 朝日病院  

桑野協立病院  

一般財団法人脳神経疾患研究所 附属総合南東北病

院 

 

今泉西病院  

独立行政法人国立病院機構 福島病院  

公立岩瀬病院  

池田記念病院  

南東北春日リハビリテーション病院  
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須賀川病院  

たむら市民病院  

ひらた中央病院  

三春町立三春病院  

公立小野町地方綜合病院  

介護関係団体 一般社団法人 福島県老人保健施設協会  

保険者 福島県保険者協議会  

市町村（12） 郡山市  

須賀川市  

田村市  

鏡石町  

天栄村  

石川町  

玉川村  

平田村  

浅川町  

古殿町  

三春町  

小野町  

保健所 

（保健福祉 

事務所） 

郡山市保健所  

県中保健所（県中保健福祉事務所）  
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